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ひたちなか市生涯保健センターZEB 化可能性調査業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本要領は，「ひたちなか市生涯保健センターZEB 化可能性調査業務委託」に係る事業者選定にあたり

実施する，プロポーザルについて必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１） 趣旨 

ひたちなか市第３次エコオフィス計画において，市の事務事業において排出する温室効果ガス

を，２０３０年度までに２０１３年度比で５０％を削減する目標を達成するため，重点施策のひと

つとして「施設の省エネ性能の向上（ZEB 化）」を位置付けている。今般，施設の照明及び空調に

更新予定のある生涯保健センター(以下，対象施設)において，ZEB 化の可能性調査を実施しようと

するものである。 

 

（２） 業務概要 

① 業務名 

ひたちなか市生涯保健センターZEB 化可能性調査業務委託 

② 業務内容 

ア 対象既存建築物のエネルギー基礎調査 

イ ZEB 化可能性の検討 

ウ ZEB 化改修に向けた総合評価資料と報告書の作成 

③ 場所 

ひたちなか市生涯保健センター （ひたちなか市松戸町１丁目１４番１号） 

 

（３） 予算額 

見積金額の上限は，５，０２７，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）とする。 

 

３ プロポーザル・契約等について 

（１） 公募プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由 

本業務は，受託する者を決定するにあたり，価格のみの競争ではなく，応募者の実績，経験，技

術力，企画力等，本業務を受託する者としての的確性を確認し，より効果的な施策を実施すること

ができる応募者を評価，選定するために公募プロポーザル方式を行う。 

 

（２）スケジュール ＊予定 

実施内容 期日等 提出書類 

①公募開始 令和７年５月１３日（火）  

②質問受付期限 令和７年５月１９日（月）正午必着 様式第１号 
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③質問に対する回答 令和７年５月２２日（木）までに順次  

④参加申込書受付締切 令和７年５月２６日（月）必着 様式第２号 

⑤参加資格審査結果の通知 令和７年５月２７日（火）  

⑥企画提案書の提出 令和７年５月２８日（水）～６月３日（水）必着  

⑦選定委員会（プレゼンテーシ

ョン） 

令和７年６月５日（木）  

⑧審査結果の通知 令和７年６月１０日（火）  

⑨契約締結 令和７年６月１７日（火）  

 ※ 上記スケジュールは予定であり，変更となる場合がある。 

（３） 参加資格要件  

本プロポーザルに参加できる者は，次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

① 法人格を有していること。 

② ひたちなか市生涯保健センターZEB 化可能性調査業委託仕様書に記載のある業務や類似業務※

１の実績※2があること。 

※１ 類似業務：新築建築物の ZEB 化に関する計画，コンサルティング業務，新築建築物の ZEB

化に関する基本又は実施設計業務 

※２ 実績：令和元年度以降に契約し，公募開始時において履行完了済みのものに限る。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に該当する者でない

こと。 

④ ひたちなか市から指名停止などの入札等に係る排除措置を受けていないこと。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てをしている者でないこと。 

⑥ 国税及び地方税について滞納がないこと。  

⑦ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑧ ひたちなか市暴力団排除条例（平成２４年条例第２８号）第２条第１号から同条第３号までに

規定する暴力団，暴力団員又は暴力団員等にあてはまるものでないこと。 

⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又は第４条

の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団又はその構成員若しくは暴力団員と社会

的に非難されるべき関係を有する者を役員，代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人とし

て使用していないこと。 

⑩ 参加申込書の提出時点で，ZEB プランナーの登録を完了していること。 

 

（４） 参加申込の手続き 

① 事務局（問合せ先） 

〒３１２－８５０１ 

ひたちなか市経済環境部 環境政策課（本庁第二分庁舎３階） 

住所 茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

電話 ０２９－２７３－０１１１／FAX ０２９－２７２－２４３５ 
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E-Mail  kankyo@city.hitachinaka.lg.jp 

※ 窓口受付８時３０分から１７時１５分まで（土，日，祝祭日を除く。） 

  

② 提出書類 

 書 類 様 式 部数 提出上の注意 

ア 参加申込書 様式第２号 原本 １ 
契約時使用する印鑑を使用する

こと 

イ 印鑑証明書  写し可 １ 
使用する印鑑のもの 

※発行日から３か月以内のもの 

ウ 登記事項全部証明書  写し可 １ ※発行日から３か月以内のもの 

エ 法人概要書 様式第３号 原本 １  

オ 業務実績書 様式第４号 原本 １  

カ ※委任状 様式第５号 原本 １ 
※支店などに参加手続き等の委

任を行う場合 

キ 

国税に滞納が無いこ

との証明書 
 写し可 １ 

〇国税：法人税及び消費税（地方

消費税含む） 

※発行日から３か月以内のもの 

地方税に滞納が無い

ことの証明書 
 写し可 １ 

〇地方税：市税・県税・都税等該

当する法人市民税すべて 

※発行日から３か月以内のもの 

ク 

事業年度の直前の財

務諸表の写し又はそ

れに代わる財務状況

の確認が取れる書類

の写し 

 写し可 １ 

 

ケ 
その他市長が必要と

認める書類 
   

 

 

③ 提出方法 

②の提出書類を，郵送又は持参により，事務局あてに提出すること。 

なお，郵送の場合は，受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし，提出

期限内に到着したものに限り，受け付ける。郵便事故等については，市はその責めを負わない。 

④ 提出様式 

②の提出書類にそれぞれ書類符号を記した表紙とインデックス（書類には直接付けないこと。）

を付け，綴じたものとする。 

⑤ 提出期間 

令和７年５月１３日（火）から令和７年５月２６日（月）１７：００まで 

⑥ 書類の配布 
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仕様書及び提出書類等各種様式については，令和７年５月２６日（月）まで，ひたちなか市ホー

ムページ上で配布する。 

⑦ 参加資格要件確認結果の通知 

参加資格要件確認結果については，令和７年５月２７日（火）までに決定通知書を発送及び電子

メールで送信する。 

 

（５） 質問・回答 

① 質問 

ア 本プロポーザルの実施要領及び仕様書等に関する質問については，質問書（様式第１号）に

記載のうえ，郵送，メール又は FAXにより，事務局あてに送付し，質問者は必ず事務局へ受信

の確認を行うこと。 

イ 受付期間 

令和７年５月１３日（火）から令和７年５月１９日（月）正午まで 

※ 受付期間外の質問は一切受け付けない。 

② 回答 

   ア 回答方法 

ひたちなか市ホームページ上に掲載し，口頭及び個別での対応は一切行わない。また，質問者

名は公表しない。 

    イ 回答日 

令和７年５月２２日（木）までに順次回答する。 

 

（６） 企画提案書等の提出 

参加資格のある応募者は，下記により企画提案書等を提出すること。 

① 提出書類 

提出書類名 注意事項 

ア 企画提案書（任意様式） 作成にあたっては，別紙「ひたちなか市生涯保健センターZEB

化可能性調査業務委託企画提案書作成要領」を参照すること。 

イ 業務執行体制（様式第６号）  

ウ 見積書（任意様式）  

② 提出方法 

郵送（書留，簡易書留，特定記録郵便に限る。）又は持参により，（４）①の事務局あてに提出す

ること。 

③ 提出期限 

令和７年６月３日（火）１７：００必着 

④ 提出様式，部数 

提出書類は，書類符号を記した表紙とインデックス（書類には直接付けないこと。）を付け，Ａ

４縦長ファイルに閉じたものとし，正本１部，副本７部提出すること。また，提出書類を全て PDF

化し，１つのファイルに結合したうえで，メールにより事務局に提出すること。 
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（７） 審査・選考 

① 受託候補者の選定を行うため，公募型プロポーザル方式によりひたちなか市既存公共建築物

ZEB 化可能性調査業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

② 企画提案書の提出者（以下，「提案事業者」という。）は，提出した企画提案書の内容をもとに

プレゼンテーションを行うものとする。 

ア プレゼンテーション実施日 令和７年６月５日（木）（予定） 

イ 実施場所 ひたちなか市役所第三分庁舎２階第１防災会議室予定 

ウ その他 ・１提案事業者あたり提案２０分程度，質疑１０分程度 

          ・プレゼンテーション参加者は，構成員を最大４名とする。 

          ・提出のあった企画提案書以外の資料等を新たに用意することはできないものと

する。 

③ 選定委員会は，（８）審査基準に基づき，企画提案書・プレゼンテーション及び契約の誠実な

履行に関わる参加者の体制を含めた総合的な審査を行う。 

なお，審査委員会が必要と判断した場合は，企画提案内容について質疑を行う場合がある。 

④ 選定委員会の委員（以下，「選定委員」という。）による審査の結果，各選定委員の評価点を合

計し，合計点数が最も高い者を受託候補者とし，随意契約の交渉を行う。ただし，その者と合意

に至らなかった場合は，次に評価点の高い者から順に交渉を行う。 

なお，業者選定までに本要領における「（１０）失格事項」に該当することとなった場合は，

選定の対象外とし，次に評価点の高い者から順に受託候補者を選定する。 

（８） 審査基準 

企画提案書の評価項目，判断基準及び配点は以下のとおりとする。 

評価項目 
評価の着目点 

配点 
項目 判断基準 

①業務遂行能力 

管理技術者※１及び担当

技術者の実績 

以下の順位で評価 

 ア 管理技術者として同種業務※２

の実績 

 イ 管理技術者として類似業務※３

の実績 

 ウ 担当技術者として同種業務の

実績 

 エ 担当技術者として類似業務の

実績 

１０ 

建築物の ZEB 化に関す

る計画・コンサルティ

ング業務実績※４ 

以下の順位で評価 

ア 同種業務の実績 

イ 類似業務の実績 

１０ 

ZEB に関する国庫補助

事業の活用実績 

以下の順位で評価 

ア ２件以上 
５ 
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イ １件以上 

業務実施工程及び進行

管理 

業務実施工程の妥当性及び業務量

の把握・知識・工程管理が高い場合に

優位に評価 

１０ 

従事者人員の配置 

担当者の配置人数，業務実施に要する

各専門担当者の配置など人員配置体

制が充実している場合に優位に評価 

５ 

②企画提案能力 
前提条件及び検討課題

等の整理 

業務内容を理解し，前提条件及び検討

課題について十分に整理されている

場合に評価 

１５ 

投資効果への考慮 
投資効果を十分に意識した提案内容

である場合に優位に評価 
１５ 

ZEB 化に向けた提案内

容の説得力・裏付け 

提案内容の具体的な事例を用いた説

得力・裏付がある場合に優位に評価 
１５ 

調査対象外施設への汎

用性 

調査対象外施設においても利用可能

な提案内容である場合に評価 
１０ 

③業務見積 見積り金額 予算額よりも，より小さい場合優位に

評価 
５ 

合計※５ （①＋②＋③の合計） １００ 

※１ 管理技術者とは，業務を技術面で統括した立場で従事した者を示す。  

※２ 同種業務：ひたちなか市生涯保健センターZEB 化可能性調査業委託仕様書に記載のある業

務，既存建築物の ZEB 化に関する実施設計業務 

※３ 類似業務：新築建築物の ZEB 化に関する計画・コンサルティング業務実績，新築建築物の 

ZEB 化に関する基本又は実施設計業務  

※４ 令和元年度以降に契約し、公募開始時において履行完了済みのものに限る。 

※５ 上記内容を評価した各評価者の評価点を合計する。 

 

（９） 審査結果の通知 

① 審査結果は，審査作業終了後，全ての応募者に通知する。なお，審査結果の通知後，選定され

た事業受託候補者（以下，「優先交渉権者」という。）が辞退又は失格となった場合については，

次に評価点の高い者から順に事業受託候補者を選定する。 

また，応募者の次の項目について，市のホームページで公表する。 

ア 通知予定日 令和７年６月１０日（火）  

イ 市のホームページ公表項目 

      ・ 応募者の名称，評価点 

      ・ 応募者以外の評価点（評価点の高い順） 

     ※ 表記順において，応募者以外の参加事業所の名称と点数は関連付けない。 
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（１０） 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は，その者を失格とする。 

① 参加資格を満たしていない場合又は満たさなくなった場合。 

② 見積書の金額が，本要領の（３）予算額を超過した場合。  

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

④ 提出書類が本要領で示された提出期限，提出場所，提出方法等に適合しない場合。 

⑤ 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部に著しい不備がある場合。 

⑥ 同一応募者が複数の提案を行った場合。 

⑦ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。 

⑧ その他，本要領等に違反又は著しく逸脱したと認められる場合。 

⑨ プレゼンテーション当日，正当な理由なく指定した時刻に遅れた場合。 

⑩ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し，または事業の公正な進行を妨げた場合。 

 

（１１） 契約に関する事項 

① 契約内容の協議 

優先交渉権者から提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき，実施する事務

の詳細及び契約内容等の協議を，本市及び優先交渉権者で行う。また，優先交渉権者は，提案等

の内容，提案見積価格の履行義務があるが，本市は，提案等の内容を取捨選択し，優先交渉権者

に履行させることができる。 

なお，優先交渉権者との協議の結果，両者が合意に至らなかった場合には，本市は，次点事業

受託候補者と協議をする。 

② 見積書の提出 

優先交渉権者は，協議の結果に基づき，正式な見積書を提出するものとする。 

③ 契約の締結 

①，②の協議の結果，優先交渉権者と本市の双方の合意が得られた場合，契約を締結する。 

④ 契約保証金 

契約締結にあたっては，受託者は，ひたちなか市財務規則（平成６年規則第４１号）第１４７

条第１項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。 

ただし，同項各号に該当する場合は，契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができ

る。 

⑤ 契約の解除 

契約締結後に，受託者が（１０）失格事項に該当する事案が判明し，失格となった場合，市は

契約を解除し，損害賠償請求を行うことができる。その場合において，新たに本業務の受託者を

選定し，契約が完了するまでの間は無償で業務を遂行しなければならない。また，新たな受託者

が決定し，契約を締結した場合は，本業務において作成した資料，取得したデータ等の一切につ

いて，新たな受託者に遅滞なく引き継ぐものとする。 

 

（１２） その他 
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① 本プロポーザルの参加のために発生した諸費用は，全て応募者の負担とする。また，やむを

得ない理由等により本プロポーザルが中止となった場合においても，本プロポーザルに要した

費用を市に請求することはできない。 

② 提出された書類は返却しないものとし，訂正・差し替えは，市が指示した場合を除き，認め

ない。 

③ 提出された書類は，本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用しない。 

ただし，情報公開請求があった場合には，ひたちなか市情報公開条例(平成１２年条例第１号)

の規定に基づき対応する。 

④ 提出された書類は，受託候補者審査作業において必要な範囲で複製することができる。 

⑤ 提出された書類の著作権は，企画提案者に帰属する。ただし，市がプロポーザルに関する報

告，公表，その他のために必要な場合は，企画提案者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使

用できるものとする。 

⑥ （４）②の提出書類の提出後，本プロポーザルへの参加を辞退する場合は，審査結果の通知日

（令和７年６月１０日（火））より前に，速やかに参加辞退の旨を事務局に連絡するとともに，

参加辞退届出書（様式第７号）に記入し，提出するものとする。なお，参加辞退届出書を提出後

はいかなる場合においても，本プロポーザルへの参加は認められない。 

⑦ 応募者が１者の場合においても，審査基準に照らして選考委員会において総合的に評価を行

い，選定の可否を決定する。 

⑧ 企画提案書及び見積書は，１応募者につき１提案に限るものとし，プレゼンテーションについ

ても同様とする。 

⑨ 企画提案書に記載する提案内容は，確実に履行できるものとする。 

⑩ 応募者は，本プロポーザルの実施後，異議を申し立てることはできない。 

⑪ 提案内容に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の国内外の法令に基づき保護され

る，第三者の権利の対象となっている意匠・デザイン・設計・施工手法・維持管理手法等を利用

した結果，生じた責任は応募者が負うものとする。 

⑫ 本プロポーザルは，最適な受託者を選定するために行うものであり，契約後の業務において，

必ずしもプロポーザルにおいて提案された内容の履行を保証するものではない。 

⑬ 本プロポーザル手続きにおいて，本市が配付した書類や資料等を他の目的で使用しない。 


